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指定管理者を募集します

　市では、次の施設について、施設の管理運営等を行う指定管理者を募集します。詳細は、

各課へお問い合わせになるか、市ホームページ（記事ＩＤ…６８７）をご覧ください。

施設名等　下表参照

募集要領の配布　９月１日～３０日（土・日曜日、祝日を除く）の午前８時３０分～正午、

午後１時～５時１５分に直接総務契約課契約係（市役所５階）へ

※市ホームページからダウンロード可

申請方法　９月２３日～３０日（土・日曜日を除く）の午前８時３０分～正午、午後１時

～５時１５分に直接総務契約課契約係へ

９
月
は 

「
高
齢
者
悪
質
商
法
被
害
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
月
間
」 

　
　
　
　

～
誰
も
が
み
ん
な
高
齢
者
見
守
り
隊
！
～

　

都
で
は
、
毎
年
９
月
を
「
高

齢
者
悪
質
商
法
被
害
防
止
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
月
間
」
と
定
め
、
高

齢
者
へ
の
注
意
喚
起
と
相
談
の

呼
び
か
け
、
周
囲
の
人
々
へ
見

守
り
の
大
切
さ
を
知
っ
て
い
た

だ
く
取
り
組
み
を
展
開
し
て
い

ま
す
。

　

市
で
は
、都
と
連
携
し
、リ
ー

フ
レ
ッ
ト
の
配
布
や
特
別
電
話

相
談
な
ど
を
実
施
し
ま
す
。

　

高
齢
者
の
皆
さ
ん
は
、
悪
質

商
法
な
ど
に
注
意
す
る
と
と
も

に
、
不
安
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

周
囲
の
皆

さ
ん
も
、
消

費
者
被
害
の

未
然
防
止
と

早
期
発
見
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
。

高
齢
者
被
害
特
別
相
談

　

電
話
☎
22
・
６
０
０
０
ま
た

は
直
接
市
消
費
者
相
談
室
（
市

役
所
３
階
）
へ
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

日
時　

９
月
14
日
（
月
）
～
16

日
（
水
）　

午
前
10
時
～
正

午
、
午
後
１
時
～
４
時

問
い
合
わ
せ　

市
民
安
全
課
市

民
相
談
係

日
曜
臨
時
窓
口
を
開
設
し
ま
す

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
、
電
子
証
明
書
の
更
新
、

　
　
　
　
　
　
　
　

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
申
請
サ
ポ
ー
ト
）

問
い
合
わ
せ
　
市
民
課
住
民
記
録
係

日
程　

９
月
27
日(

日)

、
10

月
25
日(

日)

時
間　

午
前
９
時
～
午
後
３
時

会
場　

市
民
課（
市
役
所
１
階
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付

対
象　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
申
請
を
行
い
、
市
民
課
か

ら
交
付
案
内
通
知
（
封
書
）

が
届
い
て
い
る
方

持
ち
物　

交
付
案
内
通
知
書

（
ハ
ガ
キ
）、
通
知
カ
ー
ド
、

本
人
確
認
書
類
、
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
（
お
持
ち
の

方
）

※
ハ
ガ
キ
に
記
載
の
交
付
期
限

を
過
ぎ
て
い
て
も
交
付
可

電

子

証

明

書

の

更

新

対
象　

電
子
証
明
書
の
有
効
期

限
通
知
書
が
届
い
て
い
て
、

ま
だ
更
新
し
て
い
な
い
方

持
ち
物　

有
効
期
限
通
知
書
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

※
暗
証
番
号
の
入
力
が
必
要

（
暗
証
番
号
を
忘
れ
た
場
合

は
、
本
人
確
認
書
類
も
必

要
）
で
す
。

マ

イ

ナ

ポ

イ

ン

ト

申

請

サ

ポ

ー

ト

　

申
請
に
は
、
事
前
登
録
が
必

要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
細

は
、
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン

ト
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

対
象　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
お
持
ち
の
方

持
ち
物　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
等

※
暗
証
番
号
の
入
力
が
必
要

（
暗
証
番
号
を
忘
れ
た
場
合

は
、
本
人
確
認
書
類
も
必

要
）
で
す
。

施設名 指定期間 問い合わせ

青梅市障がい者サポートセンター
令和３年４月～８年３月

（５年）

障がい者福祉課相談支援係

（市役所１階）

青梅市子育て支援センター
令和３年４月～８年３月

（５年）

子ども家庭支援課支援係

（市役所３階）

青梅市御岳山ふれあいセンター
令和３年４月～８年３月

（５年）

社会教育課生涯学習推進係

（市役所３階）

青梅市中央図書館および青梅市青

梅図書館以下９分館（※）

令和３年４月～８年３月

（５年）

社会教育課図書館担当

（市役所３階）

東青梅駅南口自転車等駐車場
令和３年１月～５年３月

（２年３月）

都市整備部管理課

（市役所５階）

※９分館…青梅・長淵・大門・梅郷・沢井・小曾木・成木・新町・今井図書館

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
臨
時
給
付
金
の

申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

　

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
臨

時
給
付
金
の
申
請
期
限
は
、

９
月
15
日
（
消
印
）
で
す
。

　

支
給
対
象
者
（
世
帯
主
）

に
は
、
８
月
初
旬
に
申
請
書

類
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

申
請
が
済
ん
で
い
な
い
方

は
、申
請
書
を
提
出
（
郵
送
）

し
て
く
だ
さ
い
。

　

本
給
付
金
事
業
の
詳
細

日
程

▽
第
１
回
…
10
月
16
日
（
金
）

▽
第
２
回
…
11
月
27
日
（
金
）

時
間　

午
後
１
時
～
４
時
30
分

会
場　

国
立
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記

念
青
少
年
総
合
セ
ン
タ
ー

大
ホ
ー
ル

対
象　

都
内
在
住
・
在
勤
の
、

建
築
士
法
第
２
条
に
規
定

す
る
１
級
・
２
級
・
木
造
建

築
士

講
習
内
容　

都
の
震
災
対
策
、

応
急
危
険
度
判
定
制
度
・
判

定
活
動
の
事
例
・
判
定
技
術

定
員　

各
回
先
着
375
人
（
予
約

制
）

費
用
無
料

申
込
書
の
配
布　

市
施
設
課
、

市
防
災
課
（
い
ず
れ
も
市
役

所
５
階
）

※
（
一
社
）
東
京
建
築
士
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
可

そ
の
他　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、

中
止
と
な
る
場
合
が
あ
り

東
京
都
防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
制
度
に
基
づ
く

令
和
２
年
度

　

被
災
建
築
物
応
急
危
険
度
判
定
員
募
集
・
講
習
会

ま
す
。

申
し
込
み　

第
１
回
は
９
月

30
日
、
第
２
回
は
11
月
13

日
（
い
ず
れ
も
必
着
）
ま

で
に
申
込
書
に
必
要
書
類

を
添
え
て
郵
送
〒
103
―

０
０
０
６
中
央
区
日
本
橋

富
沢
町
11
―
１
富
沢
町
111

ビ
ル
５
階
（
一
社
）
東
京
建

築
士
会
「
防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
係
」
へ

問
い
合
わ
せ　

東
京
都
防
災

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
事
務
局
☎

03
・
３
５
２
７
・
３
１
０
０
、

都
都
市
整
備
局
市
街
地
建

築
部
建
築
企
画
課
☎
03
・

５
３
８
８
・
３
３
３
９
、
市

施
設
課
、
市
防
災
課

青
梅
市
く
ら
し
の
ガ
イ
ド
に

広
告
を
掲
載
し
ま
せ
ん
か

　

市
で
は
、
市
の
行
政
情
報
を

掲
載
し
た
「
青
梅
市
く
ら
し
の

ガ
イ
ド
」
を
、
平
成
30
年
度
に

引
き
続
き
、
㈱
サ
イ
ネ
ッ
ク
ス

と
の
官
民
協
働
事
業
と
し
て
発

行
し
ま
す
。

　

「
青
梅
市
く
ら
し
の
ガ
イ
ド
」

に
掲
載
す
る
広
告
を
募
集
す
る

た
め
、
同
社
の
担
当
者
が
市
章

の
入
っ
た
名
刺
を
持
っ
て
市
内

の
商
店
や
事
業
所
を
訪
問
し
ま

す
。
広
告
の
掲
載
を
希
望
す
る

方
は
、
同
社
へ
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

※
広
告
料
の
先
払
い
を
要
求
す

る
こ
と
は
、
絶
対
に
あ
り
ま

せ
ん
。
詐
欺
行
為
に
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

▽
広
告
の
募
集
や
掲
載
に
関

す
る
こ
と
…
㈱
サ
イ
ネ
ッ

ク
ス
東
京
埼
玉
支
店
☎
04
・

２
９
６
８
・
８
４
９
４

▽「
青
梅
市
く
ら
し
の
ガ
イ
ド
」

の
発
行
に
関
す
る
こ
と
…

市
秘
書
広
報
課
広
報
係

は
、
広
報
お
う
め
８
月
15
日

号
２
面
、
市
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ

（
記
事
ID
…
２
３
９
１
８
）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

給
付
金
担
当

対象　７月２９日現在、次のいずれかに該当する団体

※③～⑦の複数に該当する場合は、いずれか１つを適用

①青梅市スポーツ協会に加盟する団体

②青梅市文化団体連盟に加盟する団体

③市内に事務所を置く特定非営利活動法人

④市の指針に基づくボランティア団体

⑤市の区域内で組織された高齢者クラブ

⑥青梅市青少年健全育成団体

⑦青梅市生涯学習サークル登録団体

補助対象経費

▽ 用品等の購入経費…マスク、手指消毒液、道具・器具

等使用したものへの消毒にかかるもの（雑巾、ウェット

ティッシュ、消毒液）、フェイスガード、非接触体温計、

飛沫感染予防のパーテーション等

▽周知啓発を目的とした取り組みに要する経費（飲食費

は含まない）…新型コロナウイルス感染拡大防止のため

の周知用チラシを作成する印刷代等

※いずれも、新型コロナウイルス感染症の影響により中止

を余儀なくされた総合文化祭または市民体育大会の代替

として実施される公演会、展覧会、競技会等に要する場

合を含む。

補助金額　下表参照

申請方法　令和３年１月１５日（消印）までに市ホームペー

ジからダウンロードした申請書に必要書類を添付し、郵

送で社会教育課へ

※市役所１階ロビーに設置する投函箱への提出も可

令和２年度青梅市市民活動団体等における新型コロナウイルス感染症対策補助金の交付

対象 限度額

①②に該当する

団体

所属人数の合計が１００人まで ８万円

所属人数の合計が２００人まで １２万円

所属人数の合計が３００人まで １６万円

所属人数の合計が３０１人以上 ２０万円

③④⑥⑦に該当する団体 １万円

⑤に該当する団体 ３万円

https://tokyo 

kenchikushikai.

or.jp/hantei/

index.html

　市民活動や生涯学習活動等を行う団体の活動継続の支援、新しい生活様式の普及と定着を目的とし、各団体が活動を行

うにあたり実施する新型コロナウイルス感染予防に必要となる経費に対し、補助金を交付します。

　要領等は、市ホームページ（記事ＩＤ…２４４９４）をご覧ください。




